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六
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七
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六
一
八
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第
四
百
十
四
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令
和
五
年
九
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二
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六
一
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
十
四
号
　
　
令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

六
二
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
十
四
号
　
　
令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

六
二
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
十
四
号
　
　
令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

六
二
二

第
二
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

◉
　
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
萩
塚
千
十
二
番
一

の
一
部
並
び
に
字
見
通
道
下
千
二
十
五
番
一
の
一
部
及
び
千
二
十
七
番
一
の
一
部
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
古
馬
場
三
千
五
百

八
十
番
地
　
フ
ァ
ナ
ッ
ク
株
式
会
社
　
副
社
長
執
行
役
員
　
権
田
与
志
広

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
村
　
　
松
　
　
　
稔

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
三
項
中
「
二
通
を
調
製
し
、
一
通
は
」
を
「
を
調
製
し
、
」
に
、
「
引
き
継
ぎ
、
他

の
一
通
は
」
を
「
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
を
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六
　
動
力
費



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
十
四
号
　
　
令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

六
二
三

第
29号

様
式
（
第
26条

の
2関
係
）



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
十
四
号
　
　
令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

六
二
四

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

い
し
か
わ
一
郎
後
援
会

石

河

一

郎

石

河

一

郎

韮
崎
市
穴
山
町
四
八
七
九

令
和
五
年
八
月
二

十
二
日

令
和
五
年
八
月
二

十
四
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
看
護
連
盟
支

部

土

屋

一

女

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
九
月
八

日

旧

輿
石
た
け
み

新

参
政
党
山
梨
県
支
部
連
合
会

山
本
眞
理
子

令
和
五
年
九
月
十

日

令
和
五
年
九
月
十

四
日

旧

河
西
理
映
子

新

金
井
洋
介
を
支
援
す
る
会

小

倉

千

秋

令
和
五
年
七
月
一

日

令
和
五
年
八
月
二

十
九
日

旧

土

屋

雅

五

新

山
口
か
お
る
後
援
会

平

本

　

貢

令
和
五
年
九
月
一

日

令
和
五
年
九
月
一

日

旧

山

口

憲

治

新

山
梨
県
看
護
連
盟

土

屋

一

女

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
九
月
八

日

旧

輿
石
た
け
み

新

神
宮
司
正
人
後
援
会

花

田

重

男

令
和
五
年
九
月
六

日

令
和
五
年
九
月
十

一
日

旧

岩
間
今
朝
平

新

藤
本
み
の
る
後
援
会

水

越

勝

美

佐

藤

寛

治

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
九
月
十

五
日

旧

築

山

俊

夫

水

越

勝

美

別
表
「電

気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表

」
の
「収

益

」
の
表
中
、
「
　不

要
品
売
却
収
益
	

　
不
要
品
の

　
　
　
　
　
　
「
　不

要
品
売
却
収
益

　不
要
品
の
売
却
代
金

　
　
　
　
　
　
　
　

入
居
料

売
却
代
金　

」
を

　
　管

理
負
担
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に

改
め
る

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　堆

積
土
払
下
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
十
四
号
　
　
令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

六
二
五

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

よ
し
ろ
う
会

堀

内

義

郎

山
本
眞
理
子

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
一
一
三
七

令
和
五
年
八
月
三

十
一
日

令
和
五
年
九
月
八

日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
よ
る
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

石

河

一

郎

市
議
会
議
員

い
し
か
わ
一
郎
後
援
会

韮
崎
市
穴
山
町
四
八
七
九

石

河

一

郎

令
和
五
年
八
月
二
十

二
日

令
和
五
年
八
月
二
十

四
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出
　
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

氏
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

届
出
年
月
日

堀

内

義

郎

村
議
会
議
員

よ
し
ろ
う
会

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
一
一
三

七

堀

内

義

郎

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日

令
和
五
年
九
月
八

日

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
看
護
連
盟
支

部

土

屋

一

女

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
九
月
八

日

旧

輿
石
た
け
み

新

参
政
党
山
梨
県
支
部
連
合
会

山
本
眞
理
子

令
和
五
年
九
月
十

日

令
和
五
年
九
月
十

四
日

旧

河
西
理
映
子

新

金
井
洋
介
を
支
援
す
る
会

小

倉

千

秋

令
和
五
年
七
月
一

日

令
和
五
年
八
月
二

十
九
日

旧

土

屋

雅

五

新

山
口
か
お
る
後
援
会

平

本

　

貢

令
和
五
年
九
月
一

日

令
和
五
年
九
月
一

日

旧

山

口

憲

治

新

山
梨
県
看
護
連
盟

土

屋

一

女

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
九
月
八

日

旧

輿
石
た
け
み

新

神
宮
司
正
人
後
援
会

花

田

重

男

令
和
五
年
九
月
六

日

令
和
五
年
九
月
十

一
日

旧

岩
間
今
朝
平

新

藤
本
み
の
る
後
援
会

水

越

勝

美

佐

藤

寛

治

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
九
月
十

五
日

旧

築

山

俊

夫

水

越

勝

美
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